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2012年５月１日発行広報みよし No.903

相談種類 曜日（祝日除） 時間 相談場所 連絡先

住民相談（弁護士等
が相談を受けます）

第1・3木曜
13:00～17:00

（要予約）
役場1階住民相談室

総務課
内線404・405

女性相談 第2・4金曜
11:00～15:30

（要予約）
役場1階住民相談室

総務課
内線404・405

外国人生活相談
毎週月曜
毎週木曜

10:00～13:00

13:00～16:00

ふじみの交際交流センター
（相談は269-6450）

総務課
内線404・405

内職相談 毎週水曜 10:00～16:00 役場2階内職相談室
観光産業課
内線214

消費生活相談
毎週火・金曜
毎週月・水・木曜

10:00～16:00
役場2階消費生活相談室
観光産業課

消費生活相談室 内線292

観光産業課 内線214

子育て相談 毎週月～金曜 随時受付 各保育所・子育て支援センター

第1保育所258-0512

第2保育所258-6858

第3保育所258-9961

子育て支援センター
258-5106

こども家庭何でも
相談

毎週月～金曜 9:00～17:00 役場1階こども支援課
こども支援課
258-0055

教育相談 毎週月～金曜 10:00～16:00
総合体育館4階教育相談室
電話相談は274-1023

学校教育課
内線522

成人健康相談 第1月曜
9:30～11:00

（要予約）
保健センター

保健センター
258-1236

こころの健康相談 第3火曜
13:00～15:30

（要予約）
地域生活支援センター

地域生活支援センター
274-3472

介護・認知症相談
月～土曜
火～土曜

9:00～17:00

（緊急時は随時対応）
みずほ苑
はなまる

みずほ苑258-9488

はなまる258-7067

リハビリ相談
（65歳以上対象）

第2水曜
10:00～12:00

（要予約）
藤久保公民館2階図書室

地域包括支援センター
内線188・189

福祉・生活相談
生活なんでも相談

毎週月～金曜 8:30～17:15 社会福祉協議会
社会福祉協議会
258-0122

不動産相談 第3水曜
13:00～16:00

（要予約）
役場1階相談室

都市計画課
内線238

マンション管理相談 第3月曜
13:30～16:30

（要予約）
役場1階相談室

都市計画課
内線238

町と社会福祉協議会に、次の寄附が寄

せられました。貴重な財源として役立

たせていただきます。ありがとうござ

いました。（敬称略）

【愛の福祉基金】 

三芳町老人クラブ連合会20,000円/林

耐生1,500円/寺尾雅治4,500円/青山重

和1,500円/島田喜久雄1,500円/ふれあ

いセンター料理教室2,613円/グラウン

ドゴルフホールインワン募金11,070円

/匿名1,500円/荒田光男1,500円/匿名

1,500円/田崎良廣1,500円/（有）阿部

商事50,000円

【物品寄付】

株式会社オチアイAED/匿名商品券

寄　付

Z住民課保険年金係（H156）
 F274-1101

　老齢基礎年金は、保険料を納めた

期間や保険料免除期間などが、原則

として25年以上あると65歳から受給

できます。

　年金額は、20歳から60歳までの40

年間(480月)すべて保険料を納めて

いる場合に、満額の786,500円(平成

24年度)となります。

　なお、保険料を納めていない期間

や保険料免除期間がある場合は、そ

の期間に応じて減額された年金額と

なります。

年金情報

老齢基礎年金

リサイクル
■ゆずります　ひな人形/五月人形/回

転モップ/洗える着物・帯/工業用ミシン

/工業用ミシン３台（３種類） ■ゆずっ

てください　三輪車/みふじ幼稚園夏体

操着サイズ100cm/チャイルドシート

【投稿・問い合わせ】環境課環境対策

係（H216～217）F274-1052

Ekankyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

納期限にご注意ください

５月31日の納期限は次のとおりで

す。納期限内に納付してください。

■軽自動車税（第１期）

■固定資産税・都市計画税（第１期）

収納は藤久保・竹間沢出張所でも

行っています。

手話通訳者派遣22

平成22年４月より富士見市と共同で派

遣事業を開始し、年間派遣件数は開始

前が56件でしたが22年度は153件、23

年度は260件と年々大きな伸びを見せ

ています。町で派遣事業を運営し身近

に利用できるようになったことが利用

増加の大きな要因と考えます。

　この事業では、町と富士見市とで年

間おおよそ850件、延べ派遣人数（１

件の依頼で複数の通訳者が派遣される

こともあります）1050名という派遣依

頼を専任の手話通訳者２名と登録手話

通訳者12名の計14名の通訳者で担って

います。

■派遣の申込み：富士見市社会福祉協

議会　254-0747 F252-0111

■事業についての問い合わせ先：

福祉課障がい者支援係（H 1 7 7）  

F274-1051　　

　写真は今年度の通訳者です。よろし

くお願いします。

【３列目】佐藤・金坂・日原

【２列目】影山・竹市・鈴木（由）・神作・

市村・小寺（専任）・戸塚（専任）

【前列】鈴木（理）・田口・伊從・宮下

その他

21 20

　老齢基礎年金の支給開始年齢は原

則として65歳ですが、65歳前に繰上

げて減額された年金を受けることが

できます。ただし、支給を繰上げた

場合、生涯減額された年金を受ける

こと、障害基礎年金を請求できなく

なることなど、注意が必要です。

　また、66歳以降に老齢基礎年金を

受けはじめる繰下げの場合は、年金

額が増額されます。

老齢基礎年金繰上げ・繰下げ


